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６
月
１
日
、
事
業
所
・

企
業
統
計
調
査
、
商
業

統
計
調
査
及
び
サ
ー
ビ

ス
業
基
本
調
査
の
３
調

査
が
全
国
一
斉
に
１
枚

の
調
査
票
で
同
時
に
実

施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
統
計

法
に
基
づ
い
て
実
施
さ

れ
る
国
の
重
要
な
調
査

で
す
。
皆
さ
ま
の
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
調

査
票
は
、
統
計
関
係
以

外
の
目
的
に
は
使
用
し

ま
せ
ん
。

問
合
せ
先
　
企
画
課

℡
820-

５
６
０
２

（
企
画
課
）

　
諸
外
国
と
の
交
流
が
活
発
化

す
る
な
か
、
わ
が
国
に
も
150
万

人
を
超
え
る
外
国
人
が
滞
在
し

て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
不
法

に
残
留
し
て
い
る
外
国
人
は
25

万
人
に
も
及
び
、
そ
の
不
法
滞

在
者
の
ほ
と
ん
ど
が
不
法
就
労

者
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
背
後
に
は
、
不
法
就
労

を
斡
旋
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
不

法
滞
在
者
を
雇
用
す
る
事
業
者

が
存
在
し
ま
す
。
特
に
事
業
主

の
方
は
、
不
法
滞
在
者
を
雇
用

し
な
い
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。

　
外
国
人
と
日
本
人
が
、
と
も

に
安
心
し
て
住
め
る
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
町

民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先
　
海
田
警
察
署

℡
820-

０
１
１
０

（
生
活
環
境
課
）

　
１
９
７
２
年
６
月
５
日
か
ら

２
週
間
に
わ
た
り
ス
ト
ッ
ク
ホ

ル
ム
で
開
催
さ
れ
た
国
連
人
間

環
境
会
議
で
は
、
人
類
と
そ
の

子
孫
の
た
め
に
人
間
環
境
の
保

全
と
改
善
を
世
界
共
通
の
目
標

と
し
、
そ
の
実
現
の
意
思
を
明

ら
か
に
す
る
「
人
間
環
境
宣
言
」

が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
会
議
を
記
念
し
て
、
国

連
は
６
月
５
日
を
「
世
界
環
境

デ
ー
」
と
定
め
、
世
界
各
国
で

環
境
保
全
に
関
す
る
記
念
行
事

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国

で
は
環
境
基
本
法
で
６
月
５
日

を
「
環
境
の
日
」
と
定
め
る
と

と
も
に
、
６
月
を
「
環
境
月
間
」

と
し
て
、
環
境
問
題
に
つ
い
て

の
理
解
と
関
心
を
深
め
、
行
動

の
契
機
と
す
る
た
め
の
各
種
の

催
し
を
全
国
的
に
展
開
し
て
い

ま
す
。

（
生
活
環
境
課
）

　熊野郵便局は、明治26年４

月に開局され、110年にわた

り熊野の産業、経済及び文化

の発展に貢献してきました。

　この日、１日局長を務めら

れた柿迫在住の城葉月さんは、

約20年間、琴伝流大正琴の大

師範として大正琴の普及と音

楽の楽しさを広める努力をさ

れています。

　式典後は、郵便局内のふれ

あいギャラリーにおいて、城

さんとその生徒さんのグルー

プ ｢月下美人｣ による大正琴

のミニコンサートが行われ、

局内は美しい音色に包まれま

した。

第71回郵政記念日

（企画課）
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－不法滞在事案に関する
　調査にご協力を!－

　不法滞在者を雇用
した人も罰せられます。
　おかしい、あやし
いと感じたら、最寄
の警察署・交番まで
お知らせください。

警察か警察からのお願い！�警察か警察からのお願い！�警察からのお願い！�


